
【平成３０年度各会計予算の専決処分に係る市長報告説明要旨】 

（H30.9.3） 

 

 平成３０年度伊丹市一般会計補正予算（第２号）についてでありますが、本件は、

第１条、歳入歳出予算の補正で、歳入歳出に、それぞれ、２億３，８２３万４，０

００円を追加し、歳入歳出予算の総額を、７００億１，４７０万３，０００円とす

るとともに、第２条で、地方債の追加及び変更について、それぞれ、所要の措置を

講じたものであります。  

まず、第１条、歳入歳出予算の補正では、地方債並びに公共施設等整備保全基金

からの繰入金を財源といたしまして、大阪府北部を震源とする地震の被害を受け、

市内公共施設を調査しましたところ、４８の公共施設において、建築基準法の基準

に適合しない恐れのあるブロック塀等を確認しましたので、その改修のための実施

設計並びに、撤去・改修工事に係る経費について、所要の措置を講じたものであり

ます。 

次に、第２条、地方債の補正では、先ほど申し上げました、ブロック塀等の改修

に係る実施設計並びに撤去・改修工事について、地方債の追加及び変更の措置を、

講じたものであります。 

以上、その処置に緊急を要しましたので、去る７月１３日、専決処分をもって、

処置いたしたものであります。 

 


